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お らし せ行政
からの

　農地中間管理事業とは、※佐賀県農業公社が農地の出し手から農地を借り受けて、経営規模の拡大や農地の集約化を
図ろうとする担い手に貸し付けることによって、農地の有効利用や地域の農地利用の効率化を進めていくものです。第
２回の農地の貸し付け希望の申し出・借り受け希望の募集を１１月 １ 日から１２月 ５ 日まで受け付けます。（但し、申し出
の受け付けや相談については、募集期間中の平日に限ります）
※佐賀県農業公社とは、農地中間管理機構として佐賀県知事が指定した機関です。

　貸付希望申出書および借受希望申出書は、農林課農地係
（農業委員会）に用意しています。または、県農業公社のホー
ムページからダウンロードすることもできます。

農業公社ホームページ：http://saga-agri.or.jp/

公社が借り入れることができない農地
○農業振興地域内の農用地等でないもの
○ 山林化している等再生不能と判定されている遊休農地な

ど、農用地として利用することが著しく困難な農用地
○ 借り受けの応募状況などからみて、貸し付ける可能性が

著しく低い農用地など　
■問い合わせ・申し込み
○農林課 農地係（農業委員会）　☎７５−４８３１
○佐賀県農業公社　☎２６−９５０３
　佐賀市城内一丁目 ６ 番 ５ 号　県庁南別館

農地中間管理事業の貸し付け希望の申し出・借り受け希望の応募を受け付けます

　多くの市民に人権の大切さや共に生きることの
すばらしさを実感し、人権問題に対する正しい理
解と認識を深めてもらうために「多久市人権フェ
スタ」を開催します。参加費無料で、
事前の申し込みは不要です。

■日時　１１月２９日㈯
　　　　１３時３０分～１５時４５分
■場所　多久市中央公民館
　　　　大ホール
■スケジュール
　１３時３０分～人権標語・ポスター入賞者表彰式
　　　　　　学校での「人権・同和教育」実践発表
　１４時１０分～講演「誰かがあなたを必要としている」
　　　　　　ゴスペル歌手　市
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※ 中央公民館で「人権標語・ポスター」を展示し

ます。（１１月２７日～１２月１０日）

　人権問題でお困りの時は、人権擁護委員にご相
談ください。相談は無料で秘密は厳守されます。
ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
　１２月 ４ 日に「行政・人権・登記相談」を行います。
■問い合わせ　人権・同和対策課　☎７５−４８２４

多久市人権フェスタを開催します

１２月 ４ 日～１０日は『人権週間』です

ＪＲ九州から列車運休のお知らせ
■問い合わせ　唐津鉄道事業部　☎０９５５−７５−０３８２

　唐津線では、１１月１９日㈬１０時頃～１４時頃、久保田～
山本間において線路修繕工事を行います。これに伴い、
工事時間帯の佐賀～多久・唐津・西唐津間の列車が運
休となりますので、ご注意ください。
※同区間のバス等での代行輸送は実施しません。

１１月１９日㈬の運休区間

下り

佐　賀（１０：３８発）～多　久（１１：１３着）

佐　賀（１０：５９発）～西唐津（１２：１６着）

佐　賀（１１：４０発）～唐　津（１２：５０着）

佐　賀（１２：４０発）～西唐津（１４：０６着）

上り

西唐津（１０：１６発）～佐　賀（１１：３０着）

多　久（１１：３０発）～佐　賀（１２：００着）

西唐津（１１：３６発）～佐　賀（１３：０２着）

西唐津（１２：３１発）～佐　賀（１３：５０着）

運休となる列車
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農地の貸し付け・借り入れの流れ

佐賀県農業公社
（農地中間管理機構）

貸付希望申出書
の提出

借受希望者募集への応募
（借受希望申出書の提出）

受　　付
（多久市）

受　　付
（公社または多久市）

借入候補農地として
リスト化

借受希望者の公表
（公社のホームページ）

貸し付けの決定

貸　借　の　調　整

借り入れの決定

[　　　]農用地利用集積計画
の公告（多久市）

農用地利用配分計画
の公告（県知事の認可）[　　　]
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